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議事日程 令和３年９月７日 午前９時開会 

 日程第１ 会議録署名委員の指名について 

 日程第２ 付託議案の審査について 

      議案第３３号 令和３年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第３号）

について（所管部分） 

      議案第３４号 令和３年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）について 

      議案第３５号 令和３年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）について 

      議案第３６号 令和３年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予算

（第１号）について 

      議案第３９号 令和２年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計歳入歳出決算認定

について（所管部分） 

      議案第４０号 令和２年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定について 

      議案第４１号 令和２年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定について 

      議案第４２号 令和２年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計歳入歳出

決算認定について 

本日の会議に付した事件 

 議事日程と同じ 

出席委員（６名） 

    委員長  鎌 田 鷹 介 君     副委員長  伊 藤   守 君 

         後 藤 紀 子 君          古 村   護 君 

         加 藤 眞 人 君          服 部 芙二夫 君 

欠席委員（０名） 

議場出席説明者 

 町     長 加 藤   隆 君   副  町  長 森   清 秀 君 

 教  育  長 山 北   哲 君   教 育 課 長 黒 田 和 弘 君 

 住 民 課 長 伊 藤 正 典 君   福祉健康課長        松 本   大 君 

 建 設 課 長 黒 田 良 人 君   教育課長補佐        川 端 浩 揮 君 

 教育課長補佐        諸 戸 勝 己 君   住民課長補佐        多 賀 晶 子 君 

 福祉健康課長補佐 佐 藤 信 恵 君 

事務局出席職員 

 書 記  事務局長  平 松 孝 浩   議会事務局  渡 辺 千 智 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

                            午前 ９時 ０分開会   

○委員長（鎌田鷹介君） おはようございます。 

 本日は、教育民生常任委員会を招集させていただきましたところ、委員の皆様には何か

と御多用の中、御出席を賜りありがとうございます。また、加藤町長をはじめ執行部の皆

様にも御出席いただきありがとうございます。 

 本日の教育民生常任委員会は、令和３年第３回定例会で付託されました８議案を審査す

る重要な委員会でございます。議案審査には慎重審査をいただきますとともに、委員会運

営に当たり、皆様の御協力、よろしくお願い申し上げます。 

 本日の委員会の出席委員数は６名です。よって、委員会条例第１４条の規定により、定

足数に達しておりますので、教育民生常任委員会を開会いたします。 

 次に、本日の書記の指名を行います。 

 委員会条例第２７条の規定により、書記には平松議会事務局長を指名したいと思います

が、これに御異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介君） 異議なしと認めます。よって、書記には平松議会事務局長を指

名します。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 本日の議事日程は、既にお手元に配付させていただいたとおりでございます。 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

○委員長（鎌田鷹介君） 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

 本日の会議録署名委員は、加藤眞人委員、伊藤守委員の御両名を指名したいと思います

が、これに御異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介君） 異議なしと認めます。よって、加藤眞人委員、伊藤守委員の御

両名の方、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の議案審議に入ります。 

 初めに、加藤町長より議事日程の説明を求めます。 

○町長（加藤 隆君） 改めて、皆さん、おはようございます。 

 このところ、朝夕はめっきり涼しくなってまいりました。秋を感じる季節になってまい

りましたが、一方で、新型コロナウイルスの感染拡大、全国的にはここへ来て減少傾向に

あるわけですが、報道によりますと、三重県庁で感染者が出たというような報道もござい

ますし、また、一方、岐阜県の輪之内町の町議会、感染者が出て、休会というようなこと

も報道されておりました。 

 当町にあっても、御案内のように、８月から９月にかけて急激に感染拡大が続いており
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まして、非常に危機感を持って対応しておるところでございます。町民の皆さん、もう一

段感染防止に徹底していただくようにお願いするとともに、役場庁舎内も徹底した感染防

止対策を講じておるところでございます。お互いに十分気をつけていかないかんなと、改

めてそんなふうに思わせていただいておるところでございます。 

 そうした中、本日は木曽岬町議会の教育民生常任委員会を開会いただきましたところ、

全委員の皆さん方には、早朝から御出席をいただき誠にありがとうございます。今期定例

会、去る９月１日に令和３年第３回の木曽岬町議会定例会を開会いただきまして、今期定

例会には執行部から議案１８件を提出させていただき、開会日にうち４件を審議いただい

て議決を賜りました。他の１４件につきましては、それぞれ両常任委員会に委員会付託を

いただきまして、本日の教育民生常任委員会には、本日の議事日程にございますように、

委員会付託８議案を付託いただきまして、議案第３３号につきましては、令和３年度の町

一般会計補正予算（第３号）の所管部分から、第３４号につきましては同じく国民健康保

険特別会計、第３５号につきましては同じく後期高齢者医療特別会計、第３６号につきま

しては同じく介護保険特別会計、それぞれの令和３年度の補正予算（第１号）でございま

す。合わせて４議案の補正予算をお願いするところでございます。 

 続いて、議案第３９号につきましては、令和２年度の町一般会計の決算認定の所管部分

についてから、第４０号につきましては同じく国民健康保険特別会計、第４１号につきま

しては後期高齢者医療特別会計、第４２号につきましては介護保険特別会計、それぞれの

令和２年度の決算認定についての合わせて４議案でございます。本日の常任委員会には合

わせて８議案を委員会付託いただき、それぞれ後ほど担当のほうから詳細に説明をさせて

いただきますが、いずれの議案につきましても重要な案件ばかりでございます。何とぞ慎

重審議を賜りますようにお願いさせていただきまして、議事日程の説明と御挨拶に代えさ

せていただきます。どうぞひとつよろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介君） ありがとうございます。 

 加藤町長の議事日程の説明が終わりました。 

 それでは、お手元の日程に従い、会議を進めさせていただきます。 

日程第２ 付託議案の審査について 

○委員長（鎌田鷹介君） 日程第２、付託議案の審査についてを議題といたします。 

 本委員会に付託されました議案は、議案第３３号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町一

般会計補正予算（第３号）について（所管部分）、議案第３４号、令和３年度三重県桑名

郡木曽岬町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について、議案第３５号、令和３年

度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、議案第３

６号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予算（第１号）について、

議案第３９号、令和２年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計歳入歳出決算認定について（所

管部分）、議案第４０号、令和２年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計歳入歳
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出決算認定について、議案第４１号、令和２年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算認定について、議案第４２号、令和２年度三重県桑名郡木曽岬町介護

保険特別会計歳入歳出決算認定についての８議案であります。 

 ここでお諮りいたします。 

 付託議案の審査方法につきましては、先に１件ごと全議案を審査することにし、その後、

討論、採決についても１件ごとに行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介君） 異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。 

 それでは、付託議案の審査に入ります。 

 初めに、議案第３３号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第３号）

についての所管部分を議題といたします。 

 事務局に説明を求めます。 

○教育課長（黒田和弘君） 失礼します。 

 議案第３３号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第３号）について

の所管部分でございます。 

 事項別明細書にて御説明をさせていただきますので、資料は、６ページ、７ページをお

願いいたします。 

 最下段でございます。 

 １２款分担金及び負担金、２項負担金、４目教育費負担金では、このたび６，０００円

を減額しまして、補正後の予算額を１，７０５万円とするものでございます。３節学校給

食費におきまして、令和２年度決算による学校給食費の滞納繰越分が確定したことに伴い、

減額をするものでございます。 

 以上でございます。 

○福祉健康課長（松本 大君） ８ページ、９ページへお願いします。 

 １４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金では、６，０００円を減額

し、１億１，３６６万５，０００円とするものでございます。介護保険低所得者保険料軽

減国庫負担金については、介護保険料の本算定に伴い対象者数が変更となりましたので、

減額するものでございます。 

 以上です。 

○教育課長（黒田和弘君） １４款国庫支出金、２項国庫補助金、３目教育費国庫補助金

では、２万１，０００円を減額し、３６万９，０００円とするものでございます。４節理

科教育設備整備等補助金におきまして、補助金額の内示に伴い、減額をするものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○福祉健康課長（松本 大君） １５款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金で
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は、３，０００円を減額し、６，９０９万円とするものでございます。介護保険の低所得

者の保険料軽減県負担金については、介護保険料の本算定に伴い対象者の数が変更となり、

減額するものでございます。 

 以上です。 

○教育課長（黒田和弘君） １５款県支出金、２項県補助金、７目教育費県補助金では、

４９万６，０００円を減額し、１２１万４，０００円とするものでございます。１０節学

校支援地域本部推進事業補助金では、木曽岬子ども未来塾や土曜チャレンジ事業に係る経

費の補助金の確定によりまして２万４，０００円を追加、ページをおめくりいただきまし

て、上段でございます。１３節三重とこわか国体会場地市町運営交付金では、６月に予定

しておりましたデモンストレーションスポーツのスポーツちゃんばら大会の中止に伴いま

して、その運営経費に対する交付金を５２万円減額するものでございます。 

 以上でございます。 

○福祉健康課長（松本 大君） １８款繰入金、１項特別会計繰入金、２目介護保険特別

会計繰入金では、７２万９，０００円を追加し、７２万９，０００円とするものでござい

ます。介護保険特別会計過年度分の精算に伴い、介護給付費分などを繰入れするものでご

ざいます。 

 ２０款諸収入、４項５目雑入では、２１万８，０００円を追加し、１，１２８万４，０

００円とするものでございます。雑収入としまして、地域介護・福祉空間整備交付金に係

る消費税及び地方消費税の仕入控除額８万２，０００円を受け入れるものでございます。 

 以上です。 

○住民課長（伊藤正典君） それでは、歳出のほうを事項別明細書で説明させていただき

ます。 

 １８ページ、１９ページをお願いいたします。 

 ３款民生費、１項１目社会福祉費では、２６０万２，０００円を追加し、２億３４６万

６，０００円とするものでございます。住民課所管では、福祉・医療費事業では、令和４

年度より子ども医療費の助成制度について、年齢制限を１８歳年度末、また、所得要件を

課さないこととして制度の拡充を図りたいことから、総額で２３０万円を追加させていた

だくものでございます。この内訳でございますが、需用費では、事務消耗品や啓発チラシ

等の印刷代２３万１，０００円、役務費では各種郵送代７万円、委託料では、システム改

修費用を計上させていただくものでございます。 

 以上でございます。 

○福祉健康課長（松本 大君） 福祉健康課所管としまして、１０節需用費の消耗品費２

８万１，０００円のうち２３万円、１１節役務費の通信運搬費８万１，０００円のうち１

万１，０００円、手数料１，０００円は、戦没者追悼式を開催するために生花の設置など

に要する経費を追加補正させていただくものでございます。 
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 ２目社会福祉施設費では、９万９，０００円を追加し、４，２５４万１，０００円とす

るものでございます。３節職員手当等は、戦没者追悼式の開催に伴う職員の時間外勤務手

当を追加補正させていただくものでございます。２２節の償還金、利子及び割引料は、歳

入の雑収入として受け入れました地域介護・福祉空間整備交付金に係る消費税及び地方消

費税の仕入控除税額の支出経費を追加補正させていただくものでございます。 

 ３目老人福祉費では、１９万８，０００円を追加し、９，７００万９，０００円とする

ものでございます。２２節償還金、利子及び割引料では、令和２年度ホームヘルプ等利用

負担金軽減事業費補助金の確定により返還金を追加補正させていただくものでございます。

２７節繰出金では、介護保険低所得者保険料軽減措置に係る介護保険特別会計への繰出金

を減額補正させていただくものでございます。 

 以上です。 

○住民課長（伊藤正典君） ５目国民年金費では、４４万８，０００円を追加し、７９０

万２，０００円とするものでございます。職員の昇格に伴い、おのおの計上させていただ

くものでございます。 

 以上でございます。 

○福祉健康課長（松本 大君） 次のページお願いします。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費では、７，０００円を追加し、２，０２６万１，

０００円とするものでございます。３節の職員手当等は、戦没者追悼式の開催に伴う職員

の時間外勤務手当を追加補正させていただくものでございます。 

 ５目こども園費では、４４万８，０００円を追加し、１億３，７３３万９，０００円と

するものでございます。１４節工事請負費は、こども園南側駐車場から流出する雨水を南

側流末の水路に流れ落ちる際に水路底の土をえぐるため、水路底に張りコンクリート施工

に要する経費を追加補正させていただくものでございます。１７節備品購入費は、毎月の

健康診断に必要な園児用体重計１台の購入に要する経費を追加補正させていただくもので

ございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費では、１万１，０００円を追加し、

５，０８８万９，０００円とするものでございます。３節職員手当等は、戦没者追悼式の

開催に伴う職員の時間外勤務手当を追加補正させていただくものでございます。 

 ２目保健施設費では、８４６万６，０００円を追加し、１，０７３万９，０００円とす

るものでございます。１４節工事請負費は、新型コロナウイルス感染症対策のため、保健

センター施設の空間整備に要する経費を追加補正させていくものでございます。１７節備

品購入費においても、新型コロナウイルス感染症対策のため、保健センター施設の必要備

品購入に要する経費を追加補正させていただくものでございます。 

 ３目予防費では、６万７，０００円を追加し、３，４４９万６，０００円とするもので

ございます。２２節償還金、利子及び割引料は、令和２年度感染症予防事業費国庫負担金
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の確定により、返還金を追加補正させていただくものでございます。 

 ４目母子保健衛生事業費では、３，０００円を減額し、８８４万５，０００円とするも

のでございます。１２節委託料は、国の方針により母子・乳幼児健診のシステム改修が不

要となったため、減額補正させていただくものでございます。１８節負担金、補助及び交

付金は、特定不妊治療費助成事業対象者の所得制限撤廃の改正に伴い申請者の増加が見込

まれるため、追加補正させていただくものでございます。２２節償還金、利子及び割引料

は、未熟児養育医療費等の国・県負担金の確定に伴い、返還金を追加補正させていただく

ものでございます。 

 以上です。 

○住民課長（伊藤正典君） ページ、おめくりいただきまして、２項清掃費、２目の塵芥

処理費では、５５７万６，０００円を追加し、１億１，３３４万７，０００円とするもの

でございます。職員の人事異動に伴い、おのおの計上させていただくものでございます。 

 以上でございます。 

○教育課長（黒田和弘君） ページをおめくりいただきまして、２８、２９ページをお願

いいたします。 

 款、変わりまして、９款教育費でございます。１項教育総務費、２目事務局費では、今

回２０万６，０００円を追加し、９，４９９万３，０００円とするものでございます。人

事異動に伴う手当等の追加計上でございます。 

 項、変わりまして、２項小学校費、２目教育振興費につきましては、歳入でも御説明い

たしました理科教育設備整備等補助金の減額に伴いまして、その財源を一般財源に振り替

えるものでございます。 

 ３項中学校費、１目学校管理費におきましては、５３万３，０００円を追加し、３，０

１７万３，０００円としております。１０節需用費におきまして、校舎や武道館の高窓開

閉装置の保守点検において判明しました、修繕が必要な箇所の修繕費用を計上させていた

だいたものでございます。 

 ２目教育振興費につきましては、小学校費同様に、理科教育設備整備等補助金の減額に

伴い、財源を振り替えるものでございます。 

 ページをめくっていただきまして、５項社会教育費でございます。１目社会教育総務費

では、１００万円を減額し、９５９万１，０００円とするものでございます。８月に予定

しておりましたやろまい夏まつりが中止になったことから、この運営団体でありますボラ

倶楽部への補助金について、関連経費分を減額するものでございます。 

 ６項保健体育費、１目保健体育総務費では、２４３万３，０００円を減額し、９５７万

３，０００円とするものでございます。８節旅費から１１節役務費につきましては、三重

とこわか国体のデモンストレーションスポーツ、スポーツちゃんばら大会の中止に伴いそ

の運営経費の全てを減額、１８節負担金、補助及び交付金につきましては、町民体育祭の
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中止に伴います町体育協会への補助金及び持続化給付金の給付を受けたことによりますき

そさきＡＺクラブへの補助金をそれぞれ減額するものでございます。 

 ３目学校給食費につきましては、歳入で御説明させていただきました学校給食費の滞納

繰越分の確定に伴いまして、その財源を一般財源に振り替えるものでございます。 

 以上が議案第３３号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第３号）の

所管部分についての御説明でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介君） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発言

ください。 

 なお、質疑の回数は１議題につき１人３回までとなっておりますので、御承知おきをお

願いいたします。 

 それでは、御発言される方は手を挙げられ、委員長の許可に基づき発言されるようよろ

しくお願いいたします。 

○委員（古村 護君） 歳出２１ページの関係ですけれども、保健衛生費、２の保健施設

費、今回工事請負費関係で改修工事、それから、備品購入関係が上がっておりますけれど

も、まず、改修工事に関しては、ワクチン接種会場として利用されていた保健センターの

ところも感染予防対策として、空間整備ということで先ほど説明があったと思うんですけ

れども、その内容を少し教えていただきたいのと、それから、備品購入費関係に関しまし

ては、今回提案理由説明の中では更新となっておりましたので、更新機器の明細などがも

し分かればお教えいただけますか。 

○福祉健康課長補佐（佐藤信恵君） それでは、先ほどの質問につきまして御説明させて

いただきます。 

 先ほどもありましたように、新型コロナウイルス感染症対策としまして、まず、保健セ

ンターの改修工事でございますが、空間整備につきましては、まず、保健センターのほう

の施設全面が現在カーペット敷となっておりまして、建設のほうから２９年を経過してお

りますので、コロナウイルス感染症対策の除菌、消毒等のメンテナンスが容易なクッショ

ンフロアのほうにロビー、廊下等を改修のほうをしたいと思っております。 

 また、奥の健康教育室につきましては遮光カーテン等がございますが、そちらのほうを

抗ウイルス加工製のものに変更を考えております。 

 また、照明器具のほうをＬＥＤの基盤交換をすること、あと、トイレにつきまして、和

式トイレから蓋つきの洋式トイレということで、飛沫を防ぐために変更を考えております。 

 主なものについては、以上でございます。 

 また、先ほどの備品購入費の件でございますが、こちらについては、まず、ロビーのほ

うの家具としてロビーチェア等が設置させていただいておりますが、こちらにつきまして

も布製のチェアを使用しております。こちらも２９年経過し、クッションのスプリング等

も傷んでおりますので、こちらのほうを新たに変更し、除菌、消毒しやすいポリウレタン
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系のレザー製に変更したいと考えております。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策のため、遠隔での教室やＺｏｏｍでの研修等、教

室を行うことも想定されますので、プロジェクターを１台購入したいと考えております。 

 以上、主なものについて御説明を終わらせていただきます。 

○委員長（鎌田鷹介君） ほかに御質疑ございませんか。 

○副委員長（伊藤 守君） ２１ページの１８節の補助金で、特定不妊治療助成金、増加

が見込まれると聞いたんですけれども、これは年々増えているということですか。 

○福祉健康課長補佐（佐藤信恵君） 今の特定不妊治療費の件でございますけれども、年々

増えているという傾向ではございませんが、今年度につきましては、昨年度の実績により

４名計上をしていたところ、今年度から県のほうの特定不妊治療費の助成について所得制

限４００万円というのがあったんですけれども、そちらが撤廃されました。それによって、

既に今年度現段階までで町単独補助事業が２名、あと、県補助事業について１名の既に申

請がありまして、残り枠１名分ということで、３月までの見込み分を見込みまして、不足

分の１５万円を計上という形です。昨年度よりは、やはり所得制限がなくなったというこ

とで、若干増えているかなというふうに思います。 

○委員長（鎌田鷹介君） よろしいですか。 

 ほかに御質疑ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介君） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第３４号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○住民課長補佐（多賀晶子君） それでは、補正予算書の３７ページのほうを御覧くださ

い。 

 議案第３４号について、説明のほうをさせていただきます。 

 議案第３４号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）。 

 令和３年度三重県桑名郡木曽岬町の国民健康保険特別会計補正予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７５４万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８億２，７５４万円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

 ページをおめくりください。 

 第１表、歳入歳出予算補正です。 
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 歳入では、１款国民健康保険料から８款繰越金までの３つの款とそれに付随する３つの

項において、また、歳出では、２款保険給付費から１０款予備費までの３つの款とそれに

付随する３つの項において、それぞれ７５４万円を追加し、補正後の予算総額を８億２，

７５４万円とするものでございます。 

 では、４１ページからの事項別明細書により説明のほうをさせていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 １款１項１目一般被保険者国民健康保険料では、２８１万６，０００円を減額するもの

でございます。７月の本算定により保険料見込額が確定したことから既決予算額を精査し、

保険料総額で１億７，４５６万５，０００円とするものでございます。なお、本年度の保

険料率については、前年度から据置きとなっております。 

 ５款県支出金、１項県負担金、補助金、１目保険給付費等交付金では、２０万円を追加

し、５億７，８１５万７，０００円とするものでございます。歳出における新型コロナウ

イルスに関連した傷病手当金の支給に対して、全額を特別調整交付金として受け入れるも

のでございます。 

 ８款１項１目繰越金では、１，０１５万６，０００円を追加し、１，３６４万１，００

０円とするもので、前年度の繰越金が確定したことによるものでございます。 

 次に、歳出でございます。 

 ４５ページの事項別明細書により説明のほうをさせていただきます。 

 ２款保険給付費、６項１目傷病手当金では、２０万円を追加するものでございます。新

型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に対して傷病手当金を支給するため、

計上するものでございます。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目保険給付費等交付金償還金では、９１

７万円を追加し、９１７万２，０００円とするものでございます。令和２年度に県から交

付されました普通交付金の前年度受入済額の５億４，５８７万２，３５２円に対し、前年

度精算額５億３，６７０万２，２８９円との差額で、受入超過分の９１７万６３円を返還

するものでございます。この償還金については、歳入の繰越金１，３６４万１，０００円

を財源として償還いたします。 

 １０款予備費では、１８３万円を減額し、８２万１，０００円とするもので、この金額

をもって歳出予算の調整をさせていただくものでございます。 

 以上が令和３年度国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の説明でございます。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介君） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発言

ください。 

○副委員長（伊藤 守君） ４６ページの１８節の補助金で、新型コロナウイルス傷病手

当金となっていますけれども、傷病手当金のことについて、もうちょっと詳しく分かれば
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教えてください。 

○住民課長（伊藤正典君） 傷病手当金につきましては、コロナに感染、もしくはコロナ

に疑いがあるということでお仕事をお休みになった方に対する給付金となりますので、お

医者さんに行ってコロナと判明した、そのような手続を経て１日幾らということで給付さ

せていただくものでございますが、昨年度も補正予算で計上させていただきましたが、昨

年度は実績がなく、本年度に入りまして春先当初から２件余り申請がしたいということで

問合せがありましたので、このたび補正で計上させていただくものでございます。一応暫

定予算ではございますが、２名分として１５日ということで今回計上させていただくもの

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介君） あと、よろしいですか。 

 ほかに御質疑ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介君） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第３５号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○住民課長補佐（多賀晶子君） では、補正予算書の４７ページを御覧ください。 

 議案第３５号について、説明のほうをさせていただきます。 

 議案第３５号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）。 

 令和３年度三重県桑名郡木曽岬町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次

に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１億４，２２４万円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

 ページをめくりください。 

 第１表、歳入歳出予算補正です。 

 歳入では、１款後期高齢者医療保険料、５款繰越金の２つの款とそれに付随する２つの

項において、歳出では、２款後期高齢者医療広域連合納付金、５款予備費の２つの款とそ

れに付随する２つの項において、それぞれ２４万円を追加し、補正後の予算総額を１億４，

２２４万円とするものでございます。 

 では、５１ページからの事項別明細書により説明のほうをさせていただきます。 

 まず、歳入でございます。 
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 １款１項後期高齢者医療保険料では、１目特別徴収保険料で２５４万６，０００円の増

額、２目普通徴収保険料で１９６万９，０００円を減額、計５７万７，０００円を追加し、

６，１５２万１，０００円とするものでございます。保険料の本算定により徴収方法や見

込額が確定したことから、既決予算額を精査しております。今年度の保険料率は昨年度と

同率となっております。 

 次に、５款１項１目繰越金では、前年度の繰越金が確定したことにより３３万７，００

０円を減額し、４９万４，０００円とするものでございます。 

 次に、歳出でございます。 

 ５５ページをおめくりください。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金では、５７万７，０００円を追加し、１億

３，８６６万２，０００円とするものでございます。これは保険料の本算定により、広域

連合納付金を追加するものでございます。 

 ５款１項１目予備費では、３３万７，０００円を減額し、４０万２，０００円とするも

ので、この金額をもって歳出予算の補正額を調整させていただくものでございます。 

 以上、令和３年度の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の説明です。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介君） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑がある方は御発言

ください。 

 御質疑はございませんか。 

○委員（服部芙二夫君） ５５、５６ページの後期高齢者医療広域連合の納付金って、補

正額５７万７，０００円って出ているんですけど、これ、何人分のあれが前もって分かっ

ていなかったのか、どうでしょうか。 

○住民課長（伊藤正典君） 保険料の本算定によって、まず、歳入の保険料が今回補正予

算を計上させていただきました。これに伴いまして、本年度もらう保険料に対して広域連

合に払うお金がこれで確定しますので、その分の補正ということで、歳出の負担金のほう

で計上させていただいたものでございますので、あくまで保険料の本算定によるというも

のでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介君） ほかに御質疑ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介君） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第３６号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予算（第

１号）についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○福祉健康課長補佐（佐藤信恵君） それでは、５７ページを御覧ください。 
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 議案第３６号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予算（第１号）

は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条第１項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，３１９万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億６，２１９万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

 ５８、５９ページを御覧ください。 

 第１表、歳入歳出予算補正を御覧ください。 

 歳入では、第１款介護保険料から第９款繰越金までの４款４項において、また、歳出で

は、第７款諸支出金から第８款予備費までの２款２項において、それぞれ１，３１９万円

を追加し、補正後予算額で５億６，２１９万円とするものでございます。 

 ６０ページを御覧ください。 

 歳入歳出予算事項別明細書は後ほどお目通しいただきたいと思います。 

 ６１ページ、６２ページを御覧ください。 

 歳入について説明させていただきます。 

 １款１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料では、１３５万７，０００円を減額し、

１億４，３６５万３，０００円とするものでございます。被保険者の前年所得確定に伴う

本算定により、減額補正させていただくものでございます。 

 ５款１項支払基金交付金、２目地域支援事業交付金では、６万９，０００円を追加し、

３２９万２，０００円とするものでございます。地域支援事業交付金の過年度交付金精算

により、追加補正させていただきたいものでございます。 

 ８款繰入金、１項一般会計繰入金、７目低所得者保険料軽減繰入金では、１万３，００

０円を減額し、３８５万１，０００円とするものでございます。被保険者の前年所得確定

に伴う本算定により、低所得者保険料軽減措置に係る一般会計からの繰入金を減額補正さ

せていただくものでございます。 

 ９款１項１目繰越金では、１，４４９万１，０００円を追加し、１，７８６万９，００

０円とするものでございます。前年度繰越額が確定したことにより、追加補正させていた

だくものでございます。 

 次に、６３、６４ページの歳出予算事項別明細書は後ほどお目通しいただきたいと思い

ます。 

 ６５、６６ページを御覧ください。 

 歳出について説明させていただきます。 

 ７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金では、１，０５５万７，０００

円を追加し、１，０５６万７，０００円とするものでございます。２２節償還金、利子及
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び割引料では、前年度の国及び県支出金の精算により、追加補正させていただくものでご

ざいます。２７節繰出金では、前年度の介護給付費、地域支援事業費等の一般会計繰入金

精算により、返還金を追加補正させていただくものでございます。 

 ８款１項１目予備費では、２６３万３，０００円を追加し、１，０５８万５，０００円

とするものでございます。この金額をもって歳出予算を調整させていただくものでござい

ます。 

 以上で令和３年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予算（第１号）の説明を

終わります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介君） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発言

ください。 

 御質疑ございませんでしょうか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介君） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第３９号、令和２年度三重県桑名郡木曽岬町歳入歳出決算認定についての所

管部分を議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○福祉健康課長（松本 大君） それでは、３９ページ、４０ページをお願いします。 

 議案第３９号、令和２年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計歳入歳出決算認定について、

所管部分について説明させていただきます。 

 それでは、説明のほうをさせていただきます。 

 それでは、３９ページ、４０ページの中段ぐらいから説明させていただきますので、よ

ろしくお願いします。 

 １２款分担金及び負担金では、予算現額２，２０７万６，０００円に対し、調定額が２，

２２０万２，４５１円、収入済額は２，２１０万３，５９７円、収入未済額は９万８，８

５４円でございます。 

 ２項負担金、１目民生費負担金では、収入済額１，２９９万８，８００円でございます。

主なものとしまして、５節の保育料負担金は、主にこども園の保育料、３月末在園数１３

８名分、広域で受入れしている園児１名分の保育料であり、過年度保育料は、滞納繰越分

２名の保育料でございます。 

 ２目衛生費負担金では、収入済額４２万９，３６４円でございます。養育医療、がん検

診に係る利用者負担金でございます。 

 以上です。 

○教育課長（黒田和弘君） ４目教育費負担金では、収入済額８６７万５，４３３円でご

ざいます。社会教育負担金では、公民館講座の負担金として１２講座、公民館教室学級負

担金といたしまして２教室及びホリデー教室で１９教室の参加者の負担金を受け入れてお
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ります。その下、３節学校給食費負担金では、学校給食の実施に伴います保護者等の負担

金を収納したものでございまして、収入未済額は４万４，５６４円でございました。なお、

この納付義務者につきましては、８名でございます。 

 以上でございます。 

○福祉健康課長（松本 大君） 次のページへお願いします。 

 １３款使用料及び手数料では、予算現額２，７２２万９，０００円に対し、調定額、収

入済額ともに２，７９０万５，５３７円でございます。 

 １項使用料、１目民生使用料では、収入済額３万２，９００円でございます。福祉教育

センターの使用料でございます。 

 以上です。 

○住民課長（伊藤正典君） ２目衛生使用料では、収入済額２９万１，５００円でござい

ます。この科目では、町営火葬場使用料５９件分、火葬場の待合室の使用料１件分を受け

入れたものでございます。 

 以上でございます。 

○教育課長（黒田和弘君） ５目教育使用料では、公民館、各体育施設及び町民ホールの

使用に係る使用料をそれぞれ受け入れたものでございまして、その収入額は３５万９，６

０１円でございました。 

 以上でございます。 

○住民課長（伊藤正典君） ページをおめくりいただきまして、中段ほどの２目の衛生手

数料でございます。収入済額は５２０万６，３５０円でございます。この科目では、ごみ

の収集用袋、粗大ごみの収集券の売却、また、一般廃棄物の収集の新規の許可、畜犬の新

規登録、狂犬病の予防注射の注射済証の交付、犬猫の動物の死骸の引取りに係る手数料な

どを受け入れたものでございます。 

 下のほう、１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目の民生費国庫負担金では、収入済

額１億１，７１１万２，１９６円でございます。住民課所管では、国保の保険基盤安定負

担金で保険料の軽減に係る国の支援金として、保険者支援分の２分の１を受け入れたもの

でございます。 

 以上でございます。 

○福祉健康課長（松本 大君） 次のページをお願いします。 

 福祉健康課所管の主なものとしまして、６節児童手当及び子ども手当国庫負担金では、

児童手当として、中学校修了までの児童の養育者で要件を満たす受給者の対象児童数５９

７名の給付に対する国庫負担金及び子育て世帯に関して児童手当を受給する世帯に対し、

対象児童１人当たり１万円を上乗せ給付する子育て世帯への臨時特別給付金でございます。 

 ２目の衛生費国庫負担金では、収入済額８万８，８３０円でございます。２節母子保健

衛生費国庫負担金としまして、未熟児の入院治療１名分に対する国庫負担金でございます。 
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 ２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金では、収入済額６億４，４２８万４３２円でご

ざいます。福祉健康課所管の主なものとしまして、８節社会福祉費補助金では、特別定額

給付金補助金としまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に留意しつつ簡素な

仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、一律に１人当たり１０万円の給付に対

する補助金でございます。 

 ２目衛生費国庫補助金では、収入済額７０６万９，０００円でございます。３節保健衛

生費国庫補助金の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金としまして、

ワクチン接種に係る事務的経費に対する補助金でございます。１０割補助でございます。 

 以上です。 

○教育課長（黒田和弘君） ３目教育費国庫補助金といたしましては、収入済額３，７７

１万２，０００円でございます。 

 ページをめくっていただきまして、１節特別支援教育就学奨励費補助金では、該当者６

名に対する学用品費や給食費等の所要経費に対し、補助金の交付基準によりまして受入れ

をしたものでございます。２節大規模改造事業補助金といたしましては、小学校の校舎便

所改修工事に係ります補助金１，３９６万９，０００円を受け入れたものでございます。

４節理科教育設備整備等補助金では２８万３，０００円、小中学校で使用する理科備品の

購入に対する補助金でございます。５節学校臨時休業対策補助金では、収入済額１５万１，

０００円でございます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりまして、学校の臨時

休業に伴い給食の提供をしなかった分のパンと牛乳のキャンセルに対するキャンセル料の

補助金でございます。６節公立学校情報機器補助金では、収入済額１，３３０万３，００

０円でございます。ＧＩＧＡスクール構想の推進に伴いまして、小中学校に整備したタブ

レット端末等に係る補助金でございます。７節公立学校情報通信ネットワーク環境施設整

備費補助金では、収入済額８０９万５，０００円でございます。こちらはＧＩＧＡスクー

ル構想の小中学校への通信環境の整備に伴う経費の補助金でございます。８節学校保健特

別対策事業費補助金では、収入済額１８７万円でございます。小中学校におけます新型コ

ロナウイルス感染症対策に必要な備品や消耗品等を購入する経費に係る補助金でございま

す。 

 以上でございます。 

○住民課長（伊藤正典君） 次ページ、おめくりいただきまして、３項委託金、１目民生

費委託金では、収入済額１８８万３，７６１円でございます。住民課所管では、社会福祉

費委託金は国民年金事務に要した人件費等を受け入れたものでございます。 

 以上でございます。 

○福祉健康課長（松本 大君） 福祉健康課所管としまして、２節児童福祉費委託金では、

特別児童扶養手当事務取扱交付金としまして、対象者１１名分の交付金でございます。 

 １５款県支出金では、予算現額１億７，３３１万７，０００円に対し、調定額が１億７，
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１２１万６，２２８円、収入済額は１億５，３２１万６，２２８円、収入未済額は１，８

００万円でございます。 

 １項県負担金、１目民生費県負担金では、収入済額６，７５５万４，７８６円でござい

ます。福祉健康課所管の主なものとしまして、９節児童手当及び子ども手当県負担金では、

児童手当として中学校修了までの児童の養育者で要件を満たす受給者の対象児童数の５９

７名の給付に対する県負担金でございます。 

 以上です。 

○住民課長（伊藤正典君） 住民課所管では、２節の国保保険基盤安定負担金は、国保事

業の支援及び保険料の軽減に係る県の補助金として、保険者支援分の４分の１を、保険料

軽減分の４分の３を受け入れたものでございます。また、８節の後期高齢者医療保険基盤

安定制度負担金につきましても、保険料の軽減に係る県の補助金として、保険料軽減分の

４分の３を受け入れたものでございます。 

 以上でございます。 

○福祉健康課長（松本 大君） ２目衛生費県負担金では、収入済額４万４，１１５円で

ございます。１節保険事業負担金では、養育医療費給付事業費県負担金１名分に係る負担

金でございます。 

 以上です。 

○住民課長（伊藤正典君） ２項県補助金、ページをめくっていただきまして、１目の民

生費県補助金では、収入済額２，５３４万３，０１０円でございます。住民課所管では、

１節社会福祉費補助金のうち、障がい者医療費補助金、５節子ども医療費補助金、６節児

童福祉費補助金のうち、ひとり親家庭医療費補助金でございます。いずれも福祉医療の助

成制度に係る県対象分の医療費、証明料に対する補助金を受け入れたものであり、補助率

は２分の１でございます。 

 以上でございます。 

○福祉健康課長（松本 大君） 福祉健康課所管の主なものとしまして、２節老人福祉費

補助金では、老人クラブ活動等の社会活動促進事業に係る県補助金でございます。 

 ２目衛生費県補助金では、収入済額１１２万８，０００円でございます。３節保健事業

補助金では、健康増進事業補助金としまして、各種検診及び健康教育などに係る補助金、

地域自殺対策事業補助金としまして、法律相談及びカウンセリングなどに係る補助金でご

ざいます。 

 以上です。 

○教育課長（黒田和弘君） ページをおめくりいただきまして、５３、５４ページでござ

います。中段ほどでございます。 

 ７目教育費県補助金といたしまして、収入済額は６４万２，０００円でございます。放

課後子ども教室推進事業補助金ではホリデー教室に係る事業費を、学校支援地域本部推進
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事業補助金では、土曜チャレンジ事業、夏季学習会、子ども未来塾に係る事業に対し、そ

れぞれ補助金を受け入れたものでございます。 

 以上でございます。 

○住民課長（伊藤正典君） 下段の３項委託金、２目民生費委託金では、収入済額１６万

１，０００円でございます。人権啓発活動の活性化事業委託金は、人権啓発事業に要した

経費を受け入れたものでございます。 

 ３目衛生費委託金では、収入済額１万１，０８５円でございます。人口動態調査事務費

交付金として、人口動態調査票の作成事務の事務費を受け入れたものでございます。 

 以上でございます。 

○福祉健康課長（松本 大君） それでは、５７ページ、５８ページへお願いします。 

 上段のほうですけれども、１８款の繰入金では、予算現額６億８，４７１万６，０００

円に対し、調定額、収入済額ともに６億８，４７１万６，４４０円でございます。 

 １項特別会計繰入金、２目介護保険特別会計繰入金では、収入済額３４６万５，５１２

円でございます。介護保険特別会計の介護給付費、地域支援事業交付金の過年度分の追加

交付に伴う繰入金でございます。 

 ２０款諸収入では、予算現額４，２０２万７，０００円に対し、調定額、収入済額とも

に４，７３７万１，７１２円でございます。 

 次のページをお願いします。 

 これも中段ぐらいになりますけれども、４項５目雑入では、収入済額が２，５２２万１，

９９４円でございます。２節の過年度収入では、過年度国庫負担金収入、過年度県負担金

収入としまして、令和元年度分の各種負担金等の追加分に係る過年度収入でございます。

３節雑入、福祉健康課所管としまして、雑収入の主なものですが、次のページの６１、６

２ページをお願いします。右上の備考欄のところなんですが、介護予防サービス計画料と

しまして介護予防サービスケアプラン作成料、障がい者（児）計画相談支援収入としまし

て障がい福祉のサービス利用計画作成料などでございます。 

 以上です。 

○教育課長（黒田和弘君） ページを少しお戻りいただきまして、５７ページをお願いし

ます。 

 中段ほどですが、１８款の２項７目夢とふれあい教育基金繰入金でございます。３１２

万円でございます。こちらにつきましては、修学奨学金の貸与事業におけます１０件分の

貸付に充当するための基金からの繰入れでございます。 

 次に、めくっていただきまして、４項雑入でございます。教育課所管部分といたしまし

て、２目の弁償金の備考欄、教育施設弁償金ということで１万２，１００円、こちら、小

学校のガラスを割られたお子さんがみえまして、そちらの弁償金でございます。 

○住民課長（伊藤正典君） 住民課所管の雑入でございますが、６０ページの上から４つ
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目の雑収入のうち、合同霊園の２区画分の永代使用料２９万円がこの中にあります。また、

その下、資源ごみの売払いの手数料につきましては、資源ごみの売却益を受け入れたもの

でございます。 

 以上でございます。 

○教育課長（黒田和弘君） ページを、また６１ページをお願いします。 

 ５項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入でございます。収入済額２１０万円でござい

ます。夢とふれあい教育基金の貸付資金の返還分１１件の返還でございます。 

 歳入の御説明は以上でございます。 

○住民課長（伊藤正典君） それでは、歳出のほうの説明をさせていただきます。 

 ８５、８６ページ、事項別明細書、お願いします。 

 ３款民生費、１項１目社会福祉総務費では、支出済額３億１，９２９万１，２９０円で

ございます。住民課所管では、福祉医療、人権啓発、国民健康保険、後期高齢者医療の各

事業が対象となっており、主なものといたしましては、ページをめくっていただきまして、

委託料のシステム等の改修委託料は、福祉医療費の県外現物給付に関する経費、また、め

くっていただきまして、負担金、補助及び交付金では、三重県後期高齢者医療広域連合負

担金は共通経費の負担金で、この割合は、均等割が１０％、人口割、高齢者割がそれぞれ

４５％でございます。繰出金では、各特別会計への繰出金を支出しており、その他の内容

は備考欄記載のとおりでございます。 

 以上でございます。 

○福祉健康課長（松本 大君） 前のページに戻っていただきまして、８７ページ、８８

ページへお願いします。 

 福祉健康課所管の主なものとしまして、１４節の工事請負費としまして、備考欄の上か

ら１項目めの社会福祉施設改修工事では、旧南部幼稚園・保育園の施設を改修して今年の

４月にふれあいの里として開設しました工事費用であり、その他、備考欄に記載しており

ます各種工事は、社会福祉施設改修工事に関連して施工しました経費を支出しております。 

 ８９ページ、９０ページをお願いします。 

 下段のほうです。２目の社会福祉施設費では、支出済額４，０６２万９，８６１円でご

ざいました。主なものは、一般職の６名分の人件費と、９１ページ、９２ページをお願い

します。福祉教育センターの施設の維持管理とか施設で使用する消耗品などに要する経費

の支出でございます。 

 ３目の老人福祉費では、支出済額９，３０３万２，１０６円でございました。福祉健康

課所管の主なものとしまして、７節の報償費としましては、備考欄の上から１項目めの報

償費は、高齢者世帯を対象に生活支援と地域活性化を目的として、町独自の商品券を配布

しました。７０歳から８７歳の１，４３２人の方々に２，０００円、８８歳以上の１４８

人の方々に３，０００円の商品券を配布しております。長寿者褒賞金は、長寿者へのお祝
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いとしまして、１００歳１人に３０万円、９５歳の６人にそれぞれ９万５，０００円を支

出しております。１２節の委託料の主なものとしましては、備考欄の上から５項目めの高

齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料で、令和３年度から令和５年度までの第

８期の計画策定に要する経費の支出でございます。 

 ９３ページ、９４ページをお願いします。 

 １８節負担金、補助及び交付金としまして、備考欄の上から２項目めの老人クラブ連合

会補助金に要する経費の支出であり、会員数は１４０名でございます。 

 以上です。 

○住民課長（伊藤正典君） 住民課所管では、負担金、補助及び交付金のうち、最下段の

長寿医療健康診査費用の助成金で、後期高齢者医療の特定健診の自己負担金の助成に関す

るものでございます。なお、令和３年度からは県の制度として無料となっております。 

 続きまして、５目国民年金費では、支出済額６２９万７，４２０円でございます。この

科目では、国民年金事務に要した経費を支出しており、主なものといたしましては、委託

料のシステム等改修委託料は税制改正に伴うものであり、その他の内容は備考欄記載のと

おりでございます。 

 以上でございます。 

○福祉健康課長（松本 大君） ９５、９６ページをお願いします。 

 ６目の障がい者福祉費では、支出済額１億３，３７３万５，６４９円でございました。

福祉健康課所管の主なものは、１２節委託料としまして、備考欄の上から３項目めの計画

策定委託料では、令和３年度から令和５年度までを計画期間とする第６期障がい福祉計画、

第２期障がい児福祉計画の計画策定に要する経費の支出でございます。 

 以上です。 

○住民課長（伊藤正典君） 住民課所管では、障がい者福祉医療助成に係る役務費の証明

料、扶助費では医療費に係る助成金で、金額は備考欄記載のとおりでございます。なお、

年度末の対象者は２１３人で昨年度より２人減、１人当たりの助成額は９万９，０８４円

で、昨年度より４，８７８円減少しております。 

 以上でございます。 

○福祉健康課長（松本 大君） ９７ページ、９８ページをお願いします。 

 １１目特別定額給付費では、支出済額６億３，３６７万６，４３２円でございました。

町民の方々に直結する支援策として、家計への支援を行うため、一律に１人当たり１０万

円の給付を行いました。町民６，２２１人の給付に要する経費の支出でありまして、給付

率は９９．８％でございます。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費では、支出済額は１，６９１万６，３４８円でご

ざいました。福祉健康課所管の主なものは、９９ページ、１００ページのほうをお願いし

ます。１２節委託料の保守委託料としまして、子ども・子育て支援システム対応業務に要
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する経費の支出でございます。１７節の備品購入費としまして、新型コロナウイルス感染

症対策及び幼児教育・保育の無償化に係る必要備品の購入に要する経費の支出でございま

す。 

 ２目の児童措置費では、支出済額は１億７３２万８，７４９円でございました。福祉健

康課所管の主なものは、１０１ページ、１０２ページをお願いします。１９節の扶助費と

しまして、すこやか赤ちゃん出産祝金の対象者は５名でございました。また、児童手当及

び子ども手当費の対象者は５９７名で、この中に子育て世帯臨時特別給付金の国費分６３

９名と町単独分６３８名が含まれております。児童扶養手当費は、町独自でひとり親等世

帯への臨時扶養手当給付金５０万円分でございました。 

 以上です。 

○住民課長（伊藤正典君） 住民課所管では、子ども医療費の助成に係る役務費の証明料、

扶助費では、医療費に係る助成金でございます。年度末の対象者数は５２２人で昨年度よ

り９人減となり、１人当たりの助成額は２万１，４６３円で、昨年度より４，８９５円減

少しております。 

 以上でございます。 

○福祉健康課長（松本 大君） ３目母子福祉費では、支出済額は２５１万２，１５１円

でございました。福祉健康課所管の主なものは、７節報償費としまして、母子・父子家庭

児童生徒慰問費の対象者は７名でございました。 

 以上です。 

○住民課長（伊藤正典君） 住民課所管では、ひとり親家庭等の医療費の助成に係る役務

費の証明料、扶助費では、医療費に係る助成金でございます。年度末の対象者は９５人で、

昨年度より２人減、１人当たりの助成額は２万４，３１５円で、昨年度より２１５円増加

しております。 

 以上でございます。 

○福祉健康課長（松本 大君） ５目こども園費では、支出済額は１億２，５８５万８７

７円でございました。 

 １０５ページ、１０６ページをお願いします。 

 １７節備品購入費としまして、幼児教育・保育無償化に係る備品購入及び新型コロナウ

イルス感染症の支援事業に要する経費の支出でございます。 

 ６目学童保育費では、支出済額は５７６万６，３６４円でございました。１２節の委託

料としまして、事業委託料は学童保育所クローバーへの運営の委託の経費でありますので、

そのほかは備考欄に記載のとおりでございます。令和２年度の会員登録数は２９名でござ

いました。 

 ３項１目災害救助費では、支出済額は４万１，３７８円でございました。２４節積立金

としまして、災害救助積立金の利息分を積み立てるものでございます。 
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 ４款衛生費では、予算現額２億７，０９２万７，０００円に対し、支出済額は２億１，

２５４万４８８円、繰越明許費は５，４５１万６，０００円、不用額は３８７万５１２円

でございました。 

 １項保健衛生費、１目保健衛生総務費では、支出済額は４，７８５万４，６６２円でご

ざいました。１８節負担金、補助及び交付金としまして、主なものは、海南病院施設整備

補助金、平成３０年度からの海南病院救命救急センター運営補助金で、その他は備考欄に

記載のとおりでございます。 

 ２目保健施設費では、支出済額は１１７万９，４２１円でございました。 

 １０９ページ、１１０ページをお願いします。 

 １２節の委託料としまして、清掃委託料で、保健センター施設の清掃に要した経費でご

ざいます。その他は備考欄に記載のとおりでございます。 

 ３目予防費では、支出済額は２，３８７万３，００３円でございました。１２節委託料

としまして、電算委託料では、新型コロナウイルスワクチン接種に係る予防接種台帳シス

テムの改修、業務委託料では、主に新型コロナウイルスワクチン接種に係るコールセンタ

ー及びウェブ予約システムの委託業務、予防接種委託料では、小児等への定期接種及び令

和２年度においては自己負担額を無償化しました高齢者のインフルエンザなどの経費であ

ります。１７節備品購入費としまして、新型コロナウイルスワクチン接種に必要な備品の

購入に要する経費であります。備考欄に記載のとおりでございます。１８節の負担金、補

助及び交付金としまして、ＰＣＲ検査等支援負担金では、桑名医師会と協定書を締結し、

町内２つの医療機関でＰＣＲ検査や抗原検査など発熱等の患者に対して診療を行い、新型

コロナウイルス感染症の検査１件につき１万円を支給する負担金の経費であります。その

他は備考欄に記載のとおりでございます。 

 １１１ページ、１１２ページへお願いします。 

 ４目母子保健衛生事業費では、支出済額は８０８万６，５５４円でございました。１２

節委託料としまして、主に電算委託料の地域健康支援システム、健康かるてに要する経費

の支出でございます。その他は備考欄に記載のとおりでございます。 

 ５目成人等保健事業費では、支出済額は８５３万２，５２２円でございました。１２節

委託料としまして、次のページのがん検診委託料では、医療機関及び健診センターの検診

に要する経費の支出でございます。その他は備考欄に記載のとおりでございます。 

 以上です。 

○住民課長（伊藤正典君） ６目環境衛生費では、支出済額５６３万６，８９９円でござ

います。この科目では、畜犬登録事業、火葬場の運営事業、グリーンカーテンの事業及び

家庭用新エネルギー等の普及支援事業などに要した経費を支出しております。その主なも

のといたしましては、委託料では、年間の火葬業務の委託料、めくっていただきまして、

備品購入費におきましては、火葬場待合室の椅子の１０脚を購入しております。その他は
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備考欄記載のとおりでございます。 

 ページをめくっていただきまして、１１５、１１６ページでございます。 

 ２項清掃費、１目し尿処理費では、支出済額３３４万１，９７０円でございます。この

科目では、桑名・員弁広域連合へのし尿処理費分担金を支出しております。令和２年度の

当町の搬入量は、し尿と浄化槽汚泥、合わせて８７５キロリットルで、昨年度と比較しま

すと１１キロリットルの増となっております。なお、負担割合は、均等割が１０％、利用

割が９０％でございます。 

 ２目塵芥処理費では、支出済額９，５３７万２，１５５円でございます。この科目では、

ごみ処理に係る経費を支出しております。主なものにつきましては、報償費では、地区の

資源ごみの回収３８地区分の報奨金、需用費の消耗品では、町の指定ごみのごみ袋の購入

代、めくっていただきまして、委託料のごみ収集・投棄委託料では、町内７９か所の収集

場に排出される家庭ごみの収集・運搬委託料、資源ごみの収集委託料では、町内２０か所

で実施している資源ごみの収集・運搬委託料でございます。備品購入費では、小林・富田

子地区に集塵箱を設置したほか、資源ごみ用の回収用のフレコンを購入したものでござい

ます。負担金、補助及び交付金の桑名広域清掃事業組合の負担金は５，６００万円となり、

令和元年度と比較して４，０００万円ほど減少しておりますが、令和元年９月に新ごみ処

理施設へ移行したことによる減少が主なものでございます。なお、市町の負担割合は、平

等割、人口割、実績割で計算され、令和２年度の負担割合は５．１９％となっております。

その他は備考欄記載のとおりでございます。 

 ３項１目公害対策費では、支出済額４１万３，３０２円でございます。この科目では、

環境及び公害対策に要した経費を支出しており、主なものにつきましては、負担金、補助

及び交付金では、桑名・員弁広域連合の負担金として、広域的な環境保全に関する事務経

費を支出しており、その他は備考欄記載のとおりでございます。 

 以上でございます。 

○建設課長（黒田良人君） ４項１目水道事業費、支出済額１，８２５万円でございます。

水道事業特別会計においてコロナ対策として実施しました半年間における基本料金の免除

に対して臨時交付金による充当を行ったものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介君） 説明は続いておりますが、暫時休憩といたします。次の再開が

１０時３５分でお願いします。 

                            午前１０時１５分休憩   

                            午前１０時３５分再開   

○委員長（鎌田鷹介君） 休憩を解き、委員会に戻します。 

 次、１４１ページから、また説明のほうをお願いします。 

○教育課長（黒田和弘君） それでは、資料のほう、１４１、１４２ページをお願いしま
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す。 

 教育費でございます。９款教育費につきましては、予算額４億５，８３６万２，０００

円、支出済額３億７，７５５万８，０５５円で、翌年度繰越額は５，７２２万９，０００

円、予算に対する不用額は２，３５７万４，９４５円でございました。 

 １項１目教育委員会費では、支出済額７１万２，３８０円でございます。この科目では、

教育委員会に関する経常経費が主なもので、教育委員４名、学校運営協議会委員１５名の

報酬と教育委員の研修等に係る費用で、詳細につきましては、備考欄記載のとおりでござ

います。 

 ２目事務局費の支出済額は、８，９９７万８，００４円でございます。この科目では、

教育長を含む職員７名分の人件費など、教育全般に係る経常経費が主なものとなります。 

 めくっていただきまして、その主なものといたしましては、１２節委託料で、業務委託

料といたしまして、小中学校施設の長寿命化計画の策定やＧＩＧＡスクール構想における

技術支援としてのサポート業務、安全監視員の委託料では、シルバー人材センターにより

ます児童の下校時の安全監視、図書館業務の委託料では、小中学校図書館への司書派遣業

務を行っております。１８節負担金関係では、町人権教育研究協議会や木曽岬子ども未来

塾への補助金のほか、次ページにわたり、備考欄記載のとおりでございます。２０節貸付

金では、修学奨学金の貸与事業の貸付金といたしまして、対象者１０名に貸与を行ってお

ります。２４節の積立金では、夢とふれあい教育基金への寄附金１００万円と貸付の償還

金２１０万円を積立てしております。 

 項、変わりまして、２項小学校費、１目学校管理費の支出済額は、９，８６５万８，６

４１円でございます。この科目では、小学校に係る経費のうち経常的な経費が主なもので

ございます。その主なものといたしまして、めくっていただきまして、１２節委託料でご

ざいます。校舎の警備保障や消防用設備の保守、校内ネットワーク整備に係る設計業務を

行っております。１４節工事請負費では、校舎の便所改修工事や校内ＬＡＮ環境整備や充

電保管庫の設置工事を実施しております。１７節備品購入費では、拡大印刷機や新型コロ

ナウイルス感染症対策としての非接触型の体温計などを購入しており、その詳細につきま

しては、備考欄記載のとおりでございます。 

 めくっていただきまして、１８節の負担金では、修学旅行や社会見学の補助金のほか、

備考欄記載のとおりでございます。１９節扶助費につきましては、特別支援教育就学奨励

費で６名分と準要保護児童就学援助費対象者が１３名分の支出をしております。 

 ２目教育振興費の支出済額は、２，０２１万４３８円でございました。この科目では、

小学校に係る経費のうち教育振興経費が主なものでございます。１２節委託料では、国語、

算数の学力調査の経費を、１３節使用料関係では、児童用のパソコンやタブレット端末の

リース料、１７節備品購入費では、ＧＩＧＡスクール関係のタブレット端末１９６台をは

じめとして、プロジェクター６台、ウェブカメラセット１セットなど、また、図書室の図



 - 25 - 

書、教科用備品としての顕微鏡などを整備したものでございます。 

 項、変わりまして、３項中学校費、１目学校管理費の支出済額は４，０１８万９９５円

でございました。この科目では、中学校に係る経費のうち経常的なものが主なものでござ

いまして、ページをめくっていただきまして、主なものとして、１０節需用費の修繕料に

おきまして、プールろ過機のろ材や電動弁の交換などの施設の修繕を実施しております。

１２節委託料では、体育館、武道館の清掃業務や警備保障、消防用設備やエレベーターな

ど各種設備の保守点検を実施しております。１４節工事請負費では、校内ＬＡＮ環境整備

及び充電保管庫の設置工事を、１７節備品購入費では、新型コロナウイルス感染症対策と

しての非接触型体温計などを購入しておりまして、その詳細につきましては、備考欄記載

のとおりでございます。１８節の負担金では、次ページにわたりまして、修学旅行や部活

動に関するもののほか、備考欄記載のとおりでございます。１９節の扶助費では、準要保

護生徒の就学援助費として１２名分を支出しております。 

 ２目教育振興費の支出済額は、１，３９０万３，７３２円でございました。中学校に係

る経費のうちの教育振興的な経費が主なものでございます。１２節委託料では、学級集団

学習状況調査の経費、１３節使用料では、生徒用のパソコン、タブレット等のリース料、

１７節備品購入費では、タブレット端末１０８台をはじめプロジェクター６台、ウェブカ

メラセット１セット、また、図書室の図書、教科用備品としては、アルミ製のバレーボー

ル支柱などを整備したものでございます。 

 項、変わりまして、５項社会教育費でございます。１目社会教育総務費では、支出済額

７９４万１，３３５円でございました。成人式などの社会教育事業や各種社会教育団体の

活動に要する経費、町民ホールの維持管理に関する経費でございます。 

 めくっていただきまして、主なものといたしまして、１２節委託料におきましては、町

民ホールにおいて２月に開催いたしましたバラエティーショーの経費を支出しております。

１３節負担金関係では、青少年育成町民会議や文化協会、ボラ倶楽部への補助金のほか、

備考欄記載のとおりでございます。 

 ２目公民館費では、５４３万４９７円でございました。公民館における各種講座や諸事

業、施設の維持管理に要する経費でございます。７節報償費では、公民館講座１２講座、

２教室の開催に伴う講師料、１２節委託料では、次のページにわたりまして、北部公民館

の管理委託の費用でございまして、備考欄記載のとおりでございます。 

 ３目文化資料館費では、支出済額５４万６，７８７円でございます。文化資料館の維持

管理に係る経費でございまして、内容につきましては、備考欄記載のとおりでございます。 

 ４目文化推進費では、支出済額２４万４，２００円でございます。この科目では、町の

文化保存推進に要する経費を支出しておりまして、その内容は備考欄記載のとおりでござ

いますが、１０節需用費で修繕料でございますが、こちらにつきましては、和太鼓の革の

張り替えを行ったものでございます。 
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 ５目図書館費では、支出済額２，４７５万３，８５８円でございました。図書館の運営

に関する経費でございまして、作品展示の謝礼のほか事務消耗品、１２節委託料では、図

書館の運営に係る業務の委託費用を支出しております。１３節使用料では、図書館システ

ムの機器の借上料、１７節備品購入費では、図書の購入費用でございます。そのほかにつ

きましては、備考欄記載のとおりでございます。 

 ページをめくっていただきまして、項、変わりまして、６項保健体育費でございます。 

 １目保健体育総務費の支出済額は、５１０万３，９３６円でございました。この科目で

は、町民の体力向上と健康づくりを目的とした各種事業や社会体育団体への補助事業を進

めております。スポーツ推進委員の関係では、９名分の報酬のほか、一般開放や軽スポー

ツ教室の指導に係る謝礼でございます。１２節委託料につきましては、美し国三重市町対

抗駅伝大会に係る運営委託金のほか、生涯スポーツ事業として、一般住民を対象とした４

教室と子どもを対象とした５教室の経費でございます。１８節負担金につきましては、体

育協会やスポーツ少年団をはじめとする団体の補助金のほか、備考欄記載のとおりでござ

います。 

 ２目保健体育施設費では、支出済額１，５８１万７１２円でございます。所管する体育

施設の維持管理に要する経費でございます。１０節需用費では、町体育館、源緑ちびっこ

広場、鍋田川グラウンドの光熱水費、修繕料では、町体育館の誘導灯や廊下の床面の修繕、

鍋田川グラウンドのテニスコートのラインの張り替えなどを行っております。１２節委託

料では、次ページにわたりまして、木曽川グラウンド、ちびっこ広場の緑化管理や体育館

の施設管理業務、空調設備改修工事の実施設計業務を行っております。１４節工事請負費

では、町体育館の修繕工事などを実施しておりまして、そのほか備考欄記載のとおりでご

ざいます。 

 ３目学校給食費では、支出済額５，４０７万８，４４０円でございます。給食センター

の運営に要する全ての経費でございまして、調理員６名分の報酬、給食運営委員３名分の

報酬、また、１０節需用費では、光熱水費のほか、運搬車両や機器の修繕料、めくってい

ただきまして、１２節委託料では、米飯給食を提供するための経費、１５節原材料費につ

きましては、給食の材料を購入しております。１７節備品購入費では、自動食器洗浄機を

更新しましたほか、備考欄記載のとおりでございます。 

 以上が歳出の説明でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介君） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発言

ください。 

○委員（服部芙二夫君） １６１、１６２の体育館の施設の工事請負費５，６００万のあ

れって、これは空調設備のコロナ対策のあれだったと思うんですけど、去年、予算的には

確保してあるんやわ。あれをわざわざ繰越をさせないでも早く、避難場所にもなっている

ということなので、そういう説明で予算は通ったと思うんですけど、一日も早いやつはど
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うなっておるのかなと思う。 

○教育課長（黒田和弘君） 体育館の空調設備の改修工事につきましては、昨年度設計を

入れまして、年度内に一度入札を行いました。ですが、入札不調に終わりまして、もう一

度設計のほうを精査いたしまして、昨日、入札が終わりまして、業者が決まったところで

ございます。一応工期としては、年内に完成の予定をしております。 

 以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介君） よろしいでしょうか。 

 ほかに御質疑ございませんか。 

○副委員長（伊藤 守君） １５８ページの１７節の備品購入費で、私が分からないか分

からないんですけど、このパワーアップ事業分という、これはどういう意味か、教えても

らえませんか。 

○教育課長（黒田和弘君） 伊藤守委員御質問の１５８ページ、備品購入費のうちのパワ

ーアップ事業分ということでございますが、これにつきましては、昨年度、新型コロナウ

イルス感染症対策の関係で臨時交付金、こちらを活用しまして、在宅で有意義に時間を過

ごしていただくためにということで、本来であれば令和５年度に３万冊の蔵書計画を図書

館はしておりました。これを前倒して、交付金がいただけたものですから、そちらのほう

をパワーアップ事業のほうでさらに追加して図書のほうを購入したというものでございま

すので、別立てでこちらのほうには記載させていただいたということでございます。 

 当初の予定であれば、真ん中の図書購入代３２７万何がしの、こちらだけでもともとは

予定しておったんですが、それで前倒しさせていただいて、今３万冊をおかげさまで超え

まして、今３万２，０００冊ほどの蔵書となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介君） よろしいでしょうか。 

 じゃ、ほかに御質疑ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介君） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第４０号、令和２年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○住民課長補佐（多賀晶子君） それでは、議案書の議案第４０号を御覧ください。 

 議案第４０号、令和２年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度三重県桑名郡木曽岬

町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 次に、決算書、１１、１２ページをお開きください。 

 令和２年度木曽岬町国民健康保険特別会計歳入歳出決算書でございます。 
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 歳入につきましては、１款国民健康保険料から９款諸収入までの９つの款とそれに付随

する１３の項で構成されており、その予算現額は、総額で８億５，６４２万５，０００円、

調定額で８億８，８０６万２，０１０円に対し、収入済額８億３，１５３万９，５４３円、

不納欠損額４９９万５，８７０円、収入未済額５，１５２万６，５９７円の決算となりま

した。 

 ページをめくっていただき、歳出では、１款総務費から１０款予備費までの９つの款と

それに付随にする２０の項で構成されており、その予算現額は、歳入と同額の８億５，６

４２万５，０００円、支出済額８億１，７８９万８，２６８円で、不用額は３，８５２万

６，７３２円の決算となりました。 

 では、１７４、１７５ページをお願いします。 

 では、まず、歳入でございます。 

 主要な部分について、事項別明細書により説明のほうをさせていただきます。 

 １款１項国民健康保険料、１目一般被保険者国民健康保険料では、収入済額１億８，１

４０万６，２２６円です。一般被保険者に係る保険料を医療給付費、後期高齢者支援金、

介護納付金の現年分及び滞納繰越分として受け入れたものでございます。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険料では、滞納繰越分を受け入れるものでありますが、

収入はございませんでした。令和２年度の保険料収納率は、現年分で９３．８７％と昨年

より０．３５ポイント、滞納繰越分は１１．５６％と昨年より０．５４ポイント下降とな

っております。また、不納欠損額の４９９万５，８７０円については、住居不明など、国

民健康保険法第１１０条等により、時効を迎えた１７件でございます。 

 ３款使用料及び手数料、１項手数料、１目総務手数料では、収入済額６万５，６８０円

です。８０円の督促手数料８２１件分を受け入れたものでございます。 

 ４款国庫支出金、２項国庫補助金、ページをめくっていただき、６目社会保障・税番号

制度システム整備補助金では、収入済額１５７万円です。マイナンバーカードを健康保険

証として利用できるオンライン資格確認の運用に対するシステム改修の全額を国庫補助金

として受け入れるものでございます。 

 ７目国民健康保険災害臨時特例補助金では、収入済額７８万５，０００円です。新型コ

ロナウイルス感染症により収入が減少した被保険者の保険料減免措置等に対して受け入れ

たもので、５款県支出金の特別調整交付金のコロナ対策分と合わせ１６４万４，０００円

となります。なお、新型コロナウイルス感染症による減免の申請者は７人で、減免額の総

額は９９万６，０００円となっております。 

 ５款県支出金、１項県負担金、補助金、１目保険給付費等交付金では、収入済額は５億

７，２６３万９，５５２円です。普通交付金では、平成３０年度からの国保の広域化によ

り県が財政運営の責任主体となったことから、当該年度医療相当分を県から受け入れたも

のでございます。特別交付金では、保険者努力支援分、特別調整交付金分、県繰入金は、
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保険者の健康増進等への取組などにより交付されるものです。特定健診等負担金について

は、特定健診に対し、国３分の１、県３分の１、合わせて３分の２を県交付金として受け

入れたものでございます。 

 ７款繰入金、１項１目一般会計繰入金では、収入済額６，７７９万９，１００円です。

保険基盤安定繰入金につきましては、国保会計の安定化を図るため、保険料軽減額に対し、

県が４分の３、町が４分の１を、また、保険者支援分として、国が２分の１、県と町が４

分の１ずつをそれぞれ繰り入れたものであり、一般会計繰入金については、国保財政を支

援するための事務費や、出産育児一時金、保険事業に係る法定分のほか、医療費助成金を

繰り入れたものでございます。 

 ページをおめくりください。 

 ８款１項１目繰越金では、収入済額７０１万９，１５４円です。前年度からの繰越金で

ございます。 

 ９款諸収入、４項雑入、７目特定健康診査負担金では、収入済額５万４，０００円です。

前年度の特定健診に係る国・県負担金の精算に伴う負担金でございます。これは前年度の

退職被保険者分事業納付金が精算されたことにより、県から受け入れたものでございます。 

 次に、歳出でございます。 

 １８０、１８１ページをお願いします。 

 事項別明細書により、主要な部分について説明をさせていただきます。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、支出済額７６６万９３７円です。こ

の科目では、国保会計で雇用する補助職員１名分の人件費及び経常的な事務経費を支出し

ており、内容につきましては、備考欄記載のとおりでございます。 

 ２項徴収費、１目賦課徴収費は、支出済額１３６万４，０９４円です。この科目では、

保険料の賦課徴収に要した経費を支出しており、需用費では納付書の用紙代、役務費では、

令和２年度から開始したコンビニ収納に係る手数料、委託料では、保険料の賦課及び収納

に係る電算業務委託でございます。 

 ３項運営協議会費、４項趣旨普及費は、計上どおりでございます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費は、支出済額４億６，３

８７万５，４６８円です。この科目では、一般被保険者の医療費の保険者負担を支出して

おり、負担額の前年度比較では１，３００万円余り、率にして２．７％の減となりました。 

 ページをめくっていただき、２目退職被保険者等療養給付費は、支出済額４２万８，９

７４円です。この科目では、退職者医療制度加入者の医療費の保険者負担を支出しており、

負担額の前年比較では６００万円余り、率にして９３．４％の減となりました。 

 ３目一般被保険者療養費は、支出済額４０３万２，５８３円です。一般被保険者の柔整

治療や補装具等、療養費の保険者負担額を支出しており、前年度比較では３１万円余り、

率にして７．２％の減となっております。 
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 ５目審査支払手数料は、支出済額１４６万５，１８０円です。保険給付費における審査

支払手数料やレセプト電算処理経費などを支出しており、内容につきましては、備考欄記

載のとおりでございます。なお、令和２年度の医療費総額は６億３，０００万円で、前年

度比較で６．３％減少しております。これは被保険者の減少や新型コロナウイルス感染症

の影響の受診控えによるものと考えております。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費は、支出済額６，８２１万２，１２７円

です。一般被保険者の高額療養費を支出しており、前年度比較では６４万円余り、率にし

て０．９％の増となっております。 

 ページをめくっていただき、４項出産育児諸費、１目出産育児一時金は、支出済額２１

０万円です。被保険者の出産に係る出産育児一時金を支給しており、支給件数は１件４２

万円、５件分でございます。なお、昨年度も５件でございました。 

 ５項１目葬祭費は、支出済額５５万円です。国保被保険者が死亡された場合に支給する

葬祭費であり、支給件数は１件５万円、１１件分でございます。なお、昨年度は１６件で

ございました。 

 ６項１目傷病手当金は、令和２年度は申請はありませんでした。 

 ３款国民健康保険事業納付金、１項１目一般被保険者医療給付費分は、支出済額１億７，

２４８万４，２２２円、２項１目一般被保険者・後期高齢者支援金等分は支出済額５，６

０２万４，９９２円、３項１目介護納付金分は、支出済額２，１７３万３，８２２円です。

医療費推計等により、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分に分けて県に納

付するもので、市町が徴収する保険料相当額となるものでございます。 

 ６款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費では、支出済額６６６万７１円です。

この科目では、被保険者の特定健康診査と保健指導に要した経費を支出しており、主なも

のとしまして、報償費では、糖尿病講演会、シェイプアップ教室の講師に対する報償費、

ページをめくっていただき、委託料では、特定健診、特定保健指導に係る医療機関などへ

の費用、そのほかは備考欄記載のとおりとなっております。特定健康診査の診査方法は、

集団、個別、人間ドックとなっていまして、令和２年度の受診率は４４．１％で、昨年度

より０．３ポイント増加しております。 

 ７款基金積立金、８款公債費は、計上どおりでございます。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険料還付金は、支出済

額２６万５，４６０円です。資格異動などによる保険料の還付金でございます。 

 ３目保険給付費等交付金償還金は、支出済額１，０６１万５，４４４円です。前年度の

交付金の精算による償還金でございます。 

 １０款予備費の支出はありませんでした。 

 以上が事項別明細書の説明でございます。 

 次に、１９０ページをお願いします。 



 - 31 - 

 実質収支に係る調書でございます。 

 歳入総額８億３，１５３万９，５４３円、歳出総額８億１，７８９万８，２６８円、歳

入歳出差引額１，３６４万１，２７５円、翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、

実質収支額は、差引額と同額となっております。 

 １９１ページをお願いします。 

 財産に関する調書でございます。 

 国民健康保険運営準備基金の運用状況でございますが、前年度末現在高が２５９万３，

０９３円に対し、年度中の利息の積立額が２８５円となり、年度末現在高は２５９万３，

３７８円となりました。 

 以上が令和２年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算の説明でございます。よろしくお

願いします。 

○委員長（鎌田鷹介君） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発言

ください。 

○委員（古村 護君） 国保会計の関係で、収入未済が結構数字的に多いもんですから、

分納計画書の提出は今何件ぐらいありますか。また、その履行状況が分かれば教えていた

だきたいですけど。 

○住民課長補佐（多賀晶子君） 分納の相談が３４世帯ありまして、分納の誓約というの

は分納相談に見えたときに書いていただくことになっておりますので、そのときそのとき

に書いていただくので、今のところ３４件ぐらいの枚数があるということでよろしいでし

ょうか。 

 分納相談なんですけれども、今ですと令和３年で、前年度にまだ滞納がある方に対して

分納相談の通知のほうを出しております。来ていただいて、そのときに過年度分のお金を

どのように分納していくかということを計画を立てさせてもらって、月幾ら、２万とか３

万とか、そういう形で分納の誓約のほうを取っております。 

 以上です。 

○副委員長（伊藤 守君） １７５ページで、一番下にある督促手数料７万２，０００円

ですから、８２１件分あるということですよね。それで、重なるかもしれんですけれども、

これ、督促というか、お金を払っていないから督促するんですけれども、基準ってあると

思うんです。例えば分割なのかとか、先ほど重なったか分からないんですけれども、どう

いうふうな８２１件か。 

○住民課長補佐（多賀晶子君） 督促手数料なんですけれども、国保には１期から９期ま

で納期がございます。１期分に例えば７月の末現在が納期、その納期を過ぎて２０日過ぎ

たときに払っていない方に対して督促手数料がかかってくるという仕組みになっておりま

すので、例えば７月末にまだ納めてもらっていない方に対して、次の翌月の８月の中旬ぐ

らいに督促状というものを出します。そのときに８０円をつけてお金のほうを払っていた
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だくということになりますので、納期限までに払っていただいていない方に対して、そこ

から２０日たった方に対して督促状が送られた方が８０円払っていただく。それ以降に遅

くなっても８０円はずっとついていくという形になりますので、トータルして８２１件と

いう形になっております。 

○副委員長（伊藤 守君） 分かりました。年に毎回督促をもらうという人もいるという

ことですね。例えばそういう可能性もあって８２１名いう、２回分ということね。件数と

いえば件数なんだけど、個人のうちで何回も来る人もいるということですよね。 

○住民課長補佐（多賀晶子君） そうです。期別ごとになっていますので、１件のうちで

９期分ありますので、もし９回とも期限内、督促手数料が発生するまでに納めていない方

に関しては、１件のうち９回がつくとか、そういう形になってきますので。 

○副委員長（伊藤 守君） そういうことですね。分かりました。 

○委員長（鎌田鷹介君） よろしいでしょうか。 

○副委員長（伊藤 守君） もう一つ、最後。 

 １８５ページで、１８節で、分からないから教えてほしいんですけど、出産育児一時金

として５件で、４２万掛ける５ですよね。これというのは出産した人に対して払うという

ことですよね。何でこういうことを聞くかというと、出産件数と人数というのはイコール

じゃないということですよね。ごめん、ごめん。言い方が悪いですね。 

 要は子どもがたくさん２０人生まれたら、掛ける２０ということですよね。ということ

は、木曽岬で生まれた人は、そのときに５人しか生まれていないということでいいという

ことですね、考え方が。 

○住民課長補佐（多賀晶子君） 一応これは国民健康保険に加入している方に対しての給

付になってきますので、社会保険とかに入られている方はそちらのほうで出るということ

で、よろしくお願いします。 

○副委員長（伊藤 守君） 分かりました。 

○委員長（鎌田鷹介君） ほかに御質疑ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介君） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第４１号、令和２年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○住民課長補佐（多賀晶子君） では、議案書の議案第４１号を御覧ください。 

 議案第４１号、令和２年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度三重県桑名郡木曽

岬町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付

する。 
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 次に、１５、１６ページをお願いします。 

 では、令和２年度木曽岬町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書でございます。 

 歳入につきましては、１款後期高齢者医療保険料から６款国庫支出金までの６つの款と

それに付随する７つの項で構成されており、予算現額は、総額で１億４，４２６万９，０

００円、調定額１億４，２５４万５，８０７円に対し、収入済額は１億４，２４３万５，

６５５円、不納欠損額はなく、収入未済額は１１万１５２円の決算となりました。 

 ページをおめくりください。 

 歳出でございます。 

 １款総務費から５款予備費までの５つの款とそれに付随する６つの項で構成されており、

その予算現額は、歳入と同額の１億４，４２６万９，０００円、支出済額は１億４，１９

４万６９１円で、不用額は２３２万８，３０９円の決算となりました。 

 次に、１９２、１９３ページをお願いします。 

 歳入でございます。 

 主要な部分について、事項別明細書により説明のほうをさせていただきます。 

 １款後期高齢者医療保険料、１項１目特別徴収保険料の現年分では、収入済額４，７４

７万４，１０３円、２目普通徴収保険料の現年度分では、収入済額１，４５６万９，６７

３円、現年度分収納率は９９．８１％となり、前年度より０．０５ポイント上昇となって

おります。また、過年度分は１３万６，０６１円で、全て完納しております。 

 ２款使用料及び手数料、１項１目督促手数料では、収入済額８，２４０円です。督促手

数料１件８０円の１０３件分を受け入れたものでございます。 

 ３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目事務費繰入金では、収入済額８６３万３，５１

６円です。後期高齢者医療広域連合への共通事務費と、この特別会計の一般事務費相当分

を受け入れたものでございます。 

 ２目保険基盤安定繰入金では、収入済額１，３５０万２，２１２円です。後期高齢者医

療会計の安定化を図るため、保険料の軽減相当額に対し県と町の負担分を繰り入れたもの

で、県が４分の３、町が４分の１でございます。 

 ３目療養給付費繰入金では、収入済額５，４１７万５，９４９円です。医療費の町負担

分１２分の１を受け入れたものでございます。 

 ４款諸収入、３項雑入、２目療養給付費負担金精算金では、収入済額３１６万３，０５

１円です。令和元年度の精算金を受け入れたものでございます。 

 ３目過年度保険料精算金では、収入済額５万２，０８９円です。過年度保険料精算によ

る返還金４名分を受け入れたものでございます。 

 ５款繰越金では、収入済額５４万８，６６１円、前年度からの繰越金でございます。 

 ６款国庫支出金、１項国庫補助金、ページをめくっていただき、１目高齢者医療制度円

滑運営事業費補助金では、収入済額１７万２，０００円です。税制改正に伴うシステム改
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修費用に係る補助金を受け入れたものでございます。 

 次に、歳出でございます。 

 １９６、１９７ページをお願いします。 

 こちらも事項別明細書により、主要な部分について説明をさせていただきます。 

 １款総務費、１項１目一般管理費では、支出済額２３６万４，４９７円です。この科目

では、後期高齢者医療会計で支出する経常的な事務経費を支出しており、主なものは、委

託料では、税制改正に伴うシステム改修や電算システムサポート料、使用料では、電算シ

ステム機器の使用料でございます。 

 ２項１目賦課徴収費では、支出済額１１３万６，４４９円です。この科目では、保険料

の賦課徴収に要した経費を支出しており、主なものとして、需用費では納付書の印刷、委

託料では、納付通知書の作成委託料でございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金では、１億３，８３８万７，６５６円です。

この科目では、後期高齢者医療広域連合への各種負担金を支出しており、被保険者から徴

収した保険料相当額及び保険料軽減分の保険基盤安定負担金や広域連合への共通事務費及

び医療費の町負担分１２分の１の支出であり、内訳は備考欄記載のとおりとなっておりま

す。 

 ３款諸支出金、１項１目保険料還付加算金では、支出済額５万２，０８９円です。過年

度保険料の還付金４名分でございます。 

 以上が事項別明細書の説明でございます。 

 １９８ページをお願いします。 

 実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額１億４，２４３万５，６５５円、歳出総額１億４，１９４万６９１円、歳入歳

出差引額は４９万４，９６４円、翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収

支額は、差引額と同額となりました。 

 以上が令和２年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の説明でございます。よろしく

お願いします。 

○委員長（鎌田鷹介君） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発言

ください。 

 御質疑ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介君） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第４２号、令和２年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○福祉健康課長補佐（佐藤信恵君） では、議案第４２号を御覧ください。 
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 議案第４２号、令和２年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度三重県桑名郡木曽岬町介

護保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付して議会の認定に付する。 

 次に、決算書、１９、２０ページを御覧ください。 

 では、令和２年度木曽岬町介護保険特別会計の歳入歳出決算についてでございますが、

まず、歳入については１０の款とそれに付随する１５の項で構成されており、その予算現

額は総額で５億３，３００万円、調定額は５億３，８８２万３，０５５円で、収入済額は

５億３，６３９万２，９５５円、不納欠損額は３５万８４０円、収入未済額は２０７万９，

２６０円となっております。 

 ２１、２２ページを御覧ください。 

 続いて、歳出でございますが、歳出は７の款とそれに付随する１７の項で構成されてお

り、その予算現額は、収入同様、５億３，３００万円でございます。支出済額が５億１，

８５２万３，６５２円で、不用額は１，４４７万６，３４８円となっております。 

 続いて、事項別明細書において説明させていただきます。 

 １９９、２００ページを御覧ください。 

 １款介護保険料では、予算現額１億２，９９３万円に対し、調定額が１億３，１７１万

５，３４０円、収入済額は１億２，９２８万５，２４０円、不納欠損額は３５万８４０円、

収入未済額は２０７万９，２６０円でございます。 

 １項介護保険料、１目第１号被保険者保険料は、先ほどの介護保険料の内容と同様でご

ざいます。保険料未納者の内訳でございますが、現年度分の滞納者が２５名、過年度分が

１８人でございます。 

 ３款使用料及び手数料、１項手数料、１目総務手数料では、収入済額１万３２０円であ

り、督促手数料１２９件分でございます。 

 ４款国庫支出金から、次のページ、６款県支出金は、各基準に基づいて交付を受けたも

のでございます。 

 ７款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金では、収入済額２万５，６７８

円でございます。介護給付費準備基金前年度末４，５７８万１，０６７円に係る預金利子

でございます。 

 繰入金は、各基準に基づいており、繰入れするものでございます。 

 ２０３、２０４ページを御覧ください。 

 ９款１項１目繰越金では、収入済額７９２万６，６０３円でございます。前年度からの

繰越金でございます。 

 １０款諸収入、２項１目預金利子では、収入済額２０１円であり、歳計現金の預金利子

でございます。 

 ３項雑入、２目返納金では、収入済額１１万５，５２７円であり、特別養護老人ホーム



 - 36 - 

の介護給付費の返納金でございます。 

 ２０５、２０６ページを御覧ください。 

 歳出についてでございます。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では、支出済額は５１３万２，７１０円

でございました。この科目では、主に経常的な事務経費を支出したものであり、被保険者

の管理を行う電算システム委託料・使用料等の支出をしております。その他は備考欄に記

載のとおりでございます。 

 ２項徴収費、１目賦課徴収費では、支出済額は１１３万８，６５８円でございました。

この科目では、介護保険料の賦課徴収に要する経費の支出でございます。 

 ３項介護認定審査会費、１目認定調査費では、支出済額３１０万２，７０７円でござい

ました。この科目では、介護認定審査に伴う主治医意見書の作成手数料、また、桑名市と

本町で共同設置している介護認定審査会の負担金等に要する経費の支出でございます。 

 ２０７、２０８ページを御覧ください。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費では、支出済

額は１億３，６２８万１９２円でございました。この科目では、要介護者が指定居宅サー

ビス事業者の行う在宅サービスを受けた場合に要する経費を支出しております。 

 ３目施設介護サービス給付費では、支出済額は２億１，４２３万５，５６５円でござい

ました。この科目では、要介護者が介護老人保健施設等に入所し、施設サービスを受けた

ことによる経費を支出しております。月平均ですが、特養が２９人、老健が３３人、介護

医療院が４人でした。 

 ２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス給付費では、支出済額は、１，１

５０万１，５９３円でございました。この科目では、要支援者が指定介護予防サービス事

業者の行う介護予防サービスを受けた場合に要する経費を支出しております。 

 ２０９、２１０ページを御覧ください。 

 ３項その他諸費、１目審査支払手数料では、支出済額２８万２，２３４円でございまし

た。この科目では、介護報酬の請求に関する審査事務手数料を支出しております。 

 ４項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス費では、支出済額は、１，１３９万

６，７６６円でございました。この科目では、介護サービス費の１か月の利用者負担額が

上限額を超えた対象者について、申請により払戻しに要する経費を支出しております。対

象件数は延べ８３１件でした。 

 ５項高額医療合算介護サービス等費、１目高額医療合算介護サービス費では、支出済額

は９７万９１２円でございました。この科目では、介護保険と医療保険の両方の利用負担

額を年間で合算して限度額を超えた対象者について、申請により払戻しに要する経費を支

出しております。対象件数は延べ３９件でした。 

 ６項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス費では、支出済額は、
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２，６８５万５，１８９円でございました。この科目では、低所得の要介護者が施設利用

に係る居住費、食費の負担を軽減するため、申請により限度額を超えた費用に要する経費

を支出しております。対象件数は延べ６２７件でした。 

 ４款地域支援事業費、１項１目介護予防・生活支援サービス事業費では、支出済額は１，

０１５万４，２０３円でございました。この科目では、総合事業に伴う要支援者及びチェ

ックリスト対象者に要する経費を支出しております。 

 ２１１、２１２ページを御覧ください。 

 ２項１目一般介護予防事業では、支出済額は９２万２，０４２円でございました。この

科目は、一般被保険者の各種教室など、介護予防事業に要する経費を支出しております。 

 ３項包括的支援事業・任意事業費、１目総合相談事業費では、支出済額は１，２７０万

５００円でございました。この科目は、高齢者の心身の状況や生活実態に関する相談支援

業務に関して、地域包括支援センターの業務に要する経費を支出しております。 

 ２１３、２１４ページを御覧ください。 

 ５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金では、支出済額は２万５，６７８

円でございました。この科目は、基金利子である２万５，６７８円を積み立てたものでご

ざいます。 

 ７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者保険料還付金では、支

出済額２５万３，１００円でございました。この科目は、過年度介護保険料の還付金でご

ざいます。 

 ２１５、２１６ページを御覧ください。 

 ２目償還金では、支出済額６９８万３，１０２円でございました。この科目は、過年度

負担金の償還金でございます。 

 以上が事項別明細書の説明でございます。 

 次に、２１７ページの実質収支に関する調書を御覧ください。 

 １、歳入総額５億３，６３９万２，９５５円。 

 ２、支出総額５億１，８５２万３，６５２円。 

 ３、歳入歳出差引額１，７８６万９，３０３円。 

 ４、翌年度へ繰り越すべき財源はありません。 

 ５、実質収支額１，７８６万９，３０３円。 

 ６、実質収支額のうち、地方自治法２３３条の２の規定による基金繰入額はありません。 

 次に、２１８ページを御覧ください。 

 財産に関する調査でございますが、介護給付費準備基金の現在高を示しております。前

年度末現在高は５，１０７万２，３８９円でございましたが、年度中増減は５２９万１，

３２２円の基金取崩しにより、年度末には４，５７８万１，０６７円となっております。 

 以上で令和２年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についての
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説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介君） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発言

ください。 

 御質疑ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介君） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 これまで個別に審査し、質疑をいただいて進めてきましたが、最後に、これまで議題と

しました全ての議案について、再度御質問がございましたら御発言願います。 

 よろしいでしょうか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介君） 御質疑もないようですので、質疑を終結いたします。 

 質疑も出尽くしたと思いますので、これより討論、採決に入ります。 

 初めに、議案第３３号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第３号）

についての所管部分に討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介君） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて討

論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第３３号に原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介君） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第３３号

は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第３４号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）について、討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介君） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて討

論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第３４号に原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介君） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第３４号

は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第３５号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）について、討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（鎌田鷹介君） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて討

論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第３５号に原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介君） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第３５号

は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第３６号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予算（第

１号）について、討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介君） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて討

論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第３６号に原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介君） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第３６号

は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第３９号、令和２年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計歳入歳出決算認定につ

いての所管部分に討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介君） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて討

論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第３９号を原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介君） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第３９号

は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 次に、議案第４０号、令和２年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について、討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介君） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて討

論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第４０号を原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 
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○委員長（鎌田鷹介君） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第４０号

は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 次に、議案第４１号、令和２年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について、討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介君） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて討

論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第４１号を原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介君） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第４１号

は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 次に、議案第４２号、令和２年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について、討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介君） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて討

論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第４２号を原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介君） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第４２号

は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 ここでお諮りいたします。 

 委員長報告書の作成及び本会議で当委員会での議論並びに決定事項に係る委員会報告を

いたすこと、私、委員長に一任していただくことで御異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介君） ありがとうございます。異議なしの声がございましたので、私

が委員会報告書の作成並びに委員会報告をさせていただきます。 

 これで本委員会に付託されました８議案の審査は終わらせていただきます。 

 次に、その他の事項に参ります。 

 本委員会の所管事項等で何かございましたら御発言をお願いいたします。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介君） 御発言もないようですので、これにて本日の議事日程は全て終

了いたしました。 

 これをもちまして、本日の教育民生常任委員会を閉会といたします。長時間にわたり御
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審査ありがとうございました。 

                            午前１１時４５分閉会   
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